
 

 

所沢市取扱い 

避難上有効なバルコニーの取扱いについて 

建築基準法施行令第１２１条第１項第６号イ、国土交通省告示第 255号第１二のイ、ロ

（１）に規定する避難上有効なバルコニーの構造については、「建築物の防火避難規定の

解説（ぎょうせい）」に記載のとおりであるが、その記載については、以下のとおり解釈

し、取扱う。 

 

■取扱基準 

１．避難上有効なバルコニーに設置する避難設備については、固定式のタラップ、床埋設

式の避難ハッチなど、建築物または建築物の部分に固定された状態の梯子や滑り台な

どにより、一層ごとの避難が、安全かつ容易にできるものに限る。 

２．緩降機等については、避難の準備に時間を要し、連続的な避難ができない（2層以上

にわたる）ため、避難上有効な手段により安全に避難できる設備には該当しないもの

と判断する。 

 

■考え方 

１．避難上有効なバルコニーは各宿泊室等（1階も含む）に設置が必要なものと解されて

おり、3階部分から 1階に至る垂直避難経路が適切に確保されていることなど、避難

が安全かつ容易にできることを踏まえ、各宿泊室等に避難上有効なバルコニーの設置

を要求している。 

２．避難器具などの吊り下げ梯子（固定されていない梯子）、緩降機等は、高齢者、身体

障害者、妊婦、子供（以下、「高齢者等」という。）が非常時に安全かつ容易に避難で

きる設備ではなく、避難上有効と判断するには疑義が生じるものである。また、建築

基準法は、迅速な避難が比較的難しいと思われる高齢者等の避難についても求められ

ている。 

３．避難上有効なバルコニーの設置が必要とされるのは、建築物周囲（道に接する部分を

除く。）に 3 ｍ以上の通路が確保できない場合であり、その場合には、代替的機能と

して、防火措置の他に、設置が必要となる。この趣旨は、2方向避難の確保であると

考えられる。このことから、避難上有効なバルコニーには、階段に準じた避難の円滑

性、安全性が求められ、吊り下げ梯子や緩降機等の避難器具の設置では、避難までに

時間、労力を要するこれらの器具の利用による避難は、当該規定の趣旨を満足してい

るとは判断できない。 
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